
 

 

Ⅴ 検算式に差額が出る原因 

別表4の2付表と別表5の2(1)付表1の検算式に差額が出る原因として、次の５つが挙げられます。 

1．「連結法人税個別帰属額等」の入力が原因となる場合 

2．[税効果(法人税等調整額の内訳)]ＲＰの入力が原因となる場合 

3．[剰余金処分]ＲＰの「繰越損益金」の入力が原因となる場合 

4．[留保３(4表と5表で別々に調整する項目)]ＲＰの入力が原因となる場合 

5．[適格合併等による利益積立金額の引継]ＲＰの入力が原因となる場合 

 

１．「連結法人税個別帰属額等」の入力が原因となる場合：メニュー401 

連結親法人と連結子法人が連結法人税個別帰属額等の決済を行った場合、各連結法人は連結法人税個別帰属額等

の未払金又は未収入金の取崩額を、メニュー401＞[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表5の2(1)付表1]タブの各

項目の[減]欄に入力する必要があります。 

ただし、当画面の[減]欄に入力した金額は、別表5の2(1)付表1の「減②」のみに反映するため、入力する金額に

よっては検算式に差額が出る原因となります。 
 

(1) [未払金(各法人との連結法人税個別帰属受払額等)]、[未収入金(各法人との連結法人税個別帰属受払

額等)]欄  親法人  

 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                              

                                                                         

                                                                             

                                                                             

                                                                                

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

【原因】 

連結子法人に対する連結法人税個別帰属額等の未払金・未収入金について会計上と税務上の金額に差額がある

場合に、連結親法人が、当該差額を[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表5の2(1)付表1]タブの[未払金(各法人

との連結法人税個別帰属受払額等)]又は[未収入金(各法人との連結法人税個別帰属受払額等)]の[減]欄に入力

している。 

【対応方法】 

[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブの[損金経理をした連結法人税個別帰

属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄又は[収益として経理した連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個

別帰属額]欄で、当該差額を調整した上で入力してください。 

  

作成者：ＴＫＣシステム開発研究所、作成日：令和４年６月１日 



 

 

⚫ 会計上と税務上の連結法人税個別帰属額等に差額がある場合 

会計上と税務上の連結法人税個別帰属額等に差額がある場合に、次のように入力したときは検算式に差額が出ま

す。 

１．会計処理  

(1) 前期分 

①子法人Ｓに対する債務の決済 

親法人Ｐは、子法人Ｓに前期分の連結法人税個別帰属額等(60,000円)を支払いました(前期末に連結法人税個

別帰属額等の未払金として75,000円を計上済み)。あわせて未払金の残額15,000円を取り崩しました。 

(借)未払金(子法人Ｓ) 60,000 (貸)現金及び預金            60,000 

(借)未払金(子法人Ｓ) 15,000  (貸)法人税、住民税及び事業税 15,000 

(2) 当期分 

①子法人Ｓに対する債務の計上 

親法人Ｐは、子法人Ｓに支払う当期分の連結法人税個別帰属額等(45,000円)を未払金として計上しました。 

(借)法人税、住民税及び事業税 45,000 (貸)未払金(子法人Ｓ) 45,000 

 

２．入力画面 

以下の画面では、[損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄に「45,000円」、[未

払金(各法人との連結法人税個別帰属受払額等)]の[減]欄に「75,000」円を入力しています。 

しかし、当該入力では、検算式に差額が出ます。 

■ [連結法人税個別帰属額等]ＲＰの[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブ：メニュー401 

 

 
 

 

 

■ [連結法人税個別帰属額等]ＲＰの[別表5の2(1)付表1]タブ：メニュー401 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の入力例では、「(借)未払金／(貸)法人税、住民税及び事業税 15,000」に対応する処理として、別表5の2(1)

付表1では未払金15,000円を減少させていますが(上記画面の75,000円に含まれています。)、別表4の2付表では収

益計上した「法人税、住民税及び事業税」15,000円の減算処理を行っていません。そのため、検算式に差額15,000

円が出ます。 

この場合は、[損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄に30,000円(45,000円－

15,000円)を入力し、未払金(各法人との連結法人税個別帰属受払額等)の[減]欄には60,000円を入力します。 

  

60,000 円 

に修正    

30,000 円 

に修正    

30,000 円 

に修正    



 

 

(2) [未払金(連結法人税個別帰属額等)]、[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]の[減]欄  親法人  

【原因】 

[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブから自動連動された[未払金(連結法人税個別帰属額等)]又は[未収入金

(連結法人税個別帰属額等)]の[減]欄の金額を消去していない。 

【対応方法】 

原則として、[未払金(連結法人税個別帰属額等)]欄と[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]欄は、連結子法人

が使用する利益積立金額です。[未払金(連結法人税個別帰属額等)]欄と[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]欄

を使用しない場合は、[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブから自動連動された[未払金(連結法人税個別帰属

額等)]又は[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]の[減(別表5の2(2)付表)]欄の金額を消去するために、自動連

動された金額を[減(上記以外)]欄にマイナス入力してください。 
 

■ [別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブの連結法人税個別帰属額等の発生額・決済額 

 

 

 

 

 

 

 

■ [別表5の2(1)付表1]タブ                                                        自動連動 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

(3) [未払連結法人税個別帰属受取額等]、[未収連結法人税個別帰属支払額等]欄   親法人  

連結親法人が、連結子法人と連結法人税個別帰属額等の決済を行った場合は、その税務上の決済額を[連結法人

税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表5の2(1)付表1]タブの[未払連結法人税個別帰属受取額等]又は[未収連結法人税個別

帰属支払額等]の[減]欄に入力する必要があります。 
 

■ [別表5の2(1)付表1]タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、以下のように入力している場合は、検算式に差額が出ます。 

【原因１】 

連結子法人との決済額のみを入力している。 

自動連動された金額80,000円を消去

するために、－80,000円を入力     
０円となってい

ることを確認  



 

 

【対応方法１】 

当欄には、連結親法人分の決済額も含めて入力してください。 

※未払連結法人税個別帰属受取額等・未収連結法人税個別帰属支払額等は、連結親法人も含めた各連結法人の税務

上の連結法人税個別帰属額等の未払金・未収入金です。そのため、連結親法人分の決済額も含めて入力する必要

があります。 

 

【原因２】 

中間申告分の決済額を含めて入力している。 

【対応方法２】 

当欄には、中間申告分の決済額を除いた金額を入力してください。 

 

⚫ 中間申告分の連結法人税個別帰属額の決済を行った場合 

別表5の2(1)付表1の「未払連結法人税個別帰属受取額等」と「未収連結法人税個別帰属支払額等」の「増」欄に

は、各連結法人の別表5の2(2)付表の期末現在未決済額の合計額がそれぞれ自動転記されます。つまり、「増」欄に

は中間申告分の決済額は含まれていません。 

そのため、連結親法人が各連結法人と中間申告分の連結法人税個別帰属額の決済を期中に行った場合は、[未払

連結法人税個別帰属受取額等]と[未収連結法人税個別帰属支払額等]の[減]欄には、前期分と中間申告分の決済額

の合計額を入力するのではなく、前期分の決済額の合計額をそれぞれ入力します(詳細は196頁を参照)。 

 

■ 子法人Ｓ(赤字)の別表5の2(2)付表 

 各連結法人の連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細 

連結事業年度
 

期首現在 

未決済額 

 

当期発生額
 

当期中の決済額 期末現在 

未決済額 支払額 受取額 

前期分 43 △8,000   8,000 0 

当期分
 

44 
 

 

中間 △6,000  

 

6,000
 

 
△9,000

 

確定 △9,000 

計 45 △8,000 △15,000  14,000 △9,000 

  

   ■ 親法人Ｐの別表5の2(1)付表1 

     １．前期分と中間申告分の決済額合計(14,000円)を入力した場合 

区  分 
期首利益 

積立金額 

当期の増減 翌期首利益 

積立金額 減 増 

未払連結法人税個別帰属受取額等 △8,000 △14,000 △9,000 △3,000 

  

  

親法人Ｐが子法人Ｓに支払った前期分と中間申告分の合計額14,000円を未払連結法人税個別帰属受取額等

の「減」欄に入力した場合は、検算式に差額6,000円が出ます。 

 

２．前期分の決済額(8,000円)を入力した場合 

  

区  分
 

期首利益 

積立金額 

当期の増減 翌期首利益 

積立金額 減 増 

未払連結法人税個別帰属受取額等 △8,000 △8,000 △9,000 △9,000 

       

  

親法人Ｐが子法人Ｓに支払った前期分8,000円を未払連結法人税個別帰属受取額等の「減」欄に入力した

場合は、検算式に差額は出ません。 

 

× 

○ 

1.期末現在未決済額と

一致しない。 
2.検算式に差額が出る

(6,000円分)。   
 
 

1.期末現在未決済額と

一致する。 
2.検算式に差額は 

出ない。   
 
 



 

 

(4) 連結子法人が決済額を未入力のため、連結親法人の検算式に差額が出る場合  親法人  

【原因】 

連結親法人と連結子法人が中間申告分の連結法人税個別帰属額等の決済を行ったにもかかわらず、連結子法人

が、[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブで連結親法人との決済額(中間申告

分)を入力していない。 

※連結子法人が中間申告分の決済額を未入力のため、連結親法人の検算式に差額が出る事例となります。 

【対応方法】 

連結子法人が入力した中間申告分の決済額は、連結親法人の別表5の2(1)付表1の「未払連結法人税個別帰属受

取額等」又は「未収連結法人税個別帰属支払額等」の「増」欄の計算上、控除されます。そのため、連結子法人

が中間申告分の決済額を入力していない場合は、当該区分の「増」欄が正しく計算されず、連結親法人の検算式

に差額が出ます(196頁の入力例を参照)。中間申告分の決済額の入力をしていない連結子法人がある場合は、当

該法人に入力するよう依頼してください。 
 

■ 連結子法人の[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブの連結法人税個別帰属額等の発生額・決済額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 仮計算時点の検算式に差額が出ている場合   親法人  

【原因】 

連結親法人の仮計算は、連結親法人分のＲＰのみで計算が行われるため、連結子法人のＲＰで入力した中間申

告分の決済額は仮計算には含まれません。そのため、連結子法人と中間申告分の連結法人税個別帰属額等の決済

を行っている場合は、仮計算時点における連結親法人の検算式には、当該中間分の決済額の差額が出ます。 

【対応方法】 

全体計算(メニュー701)を行ってください。全体計算により、検算式の差額が解消します。 

 

(6) [未払金(連結法人税個別帰属額等)]、[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]の[減]欄  子法人  

【原因】 

連結親法人に対する連結法人税個別帰属額等の未払金・未収入金について、会計上と税務上の金額に差額があ

る場合に、連結子法人が、当該差額を[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表5の2(1)付表1]タブの[未払金(連結

法人税個別帰属額等)]又は[未収入金(連結法人税個別帰属額等)]の[減(上記以外)]欄に入力している。 

【対応方法】 

[連結法人税個別帰属額等]ＲＰ＞[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブの[損金経理をした連結法人税個別帰

属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄又は[収益として経理した連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個

別帰属額]欄で、当該差額を調整した上で入力してください。 

  

連結子法人において、決済額の入力

漏れがないかを確認する必要あり   

①決済額を正の金額で入力しているか？     

②支払額、受取額を逆に入力していないか？ 



 

 

⚫ 会計上と税務上の連結法人税個別帰属額等に差額がある場合 

会計上と税務上の連結法人税個別帰属額等に差額がある場合に、次のように入力したときは検算式に差額が出ま

す。 

１．会計処理  

(1) 前期分 

子法人Ｓは、前期分の連結法人税個別帰属額(80,000円)を当期に親法人Ｐに支払いました(前期末に連結法人税

個別帰属額の未払金として100,000円を計上済み)。また、未払金の残額20,000円を取り崩しました。 

(借)未払金 80,000  (貸)現金及び預金           80,000 

(借)未払金 20,000 (貸)法人税、住民税及び事業税 20,000 

 

(2) 当期分 

子法人Ａは、親法人Ｐに支払うべき当期分の連結法人税個別帰属額(210,000円)を未払金として計上しました。 

(借)法人税、住民税及び事業税 210,000 (貸)未払金 210,000 

２．入力画面 

以下の画面では、[損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄に「210,000円」、[未

払金(連結法人税個別帰属額等)]の[減(上記以外)]欄に「20,000」円を入力しています。しかし、当該入力では、

検算式に差額が出ます。 
 

■ [連結法人税個別帰属額等]ＲＰの[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブ：メニュー401 

 

 

 
 
 

  ■ [連結法人税個別帰属額等]ＲＰの[別表4の2付表・別表5の2(2)付表]タブ：メニュー401 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ [連結法人税個別帰属額等]ＲＰの[別表5の2(1)付表1]タブ：メニュー401 

 

 

 

 
 

上記の入力例では、「(借)未払金／(貸)法人税、住民税及び事業税 20,000」に対応する処理として、別表5の2(1)

付表1では未払金20,000円を減少させていますが、別表4の2付表では収益計上した「法人税、住民税及び事業税」

20,000円の減算処理を行っていません。そのため、検算式に差額20,000円が出ます。 

この場合は、[損金経理をした連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額]欄に190,000円(210,000円

－20,000円)を入力し、未払金(連結法人税個別帰属額等)の[減(上記以外)]欄には金額を入力しません。 

  

190,000円 に修正 

190,00円

に修正 
入力しない 



 

 

 

 

 ポイント  中間分の個別帰属額の決済を行った場合、仮計算時点の検算式(親法人分)に差額が出ます。 

連結子法人と期中に中間分の連結法人税個別帰属額の決済(188頁の画面)を行っている場合は、仮計算時点にお

ける連結親法人の検算式には、当該中間分の決済額の差額が出ます(連結親法人の仮計算は、連結親法人分のＲＰ

のみで計算が行われるため、連結子法人のＲＰで入力した中間分の決済額は仮計算には含まれず、検算式に差額が

出ます。)。この場合は、全体計算(メニュー701)を行うことにより検算式の差額が解消します(詳細は196頁を参照)。 

 

２．[税効果(法人税等調整額の内訳)]ＲＰの入力が原因となる場合：メニュー401 

メニュー401＞[税効果(法人税等調整額の内訳)]ＲＰで、[差異確認]欄がゼロとなっていない場合は、検算式に

差額が出ます。[差異確認]欄がゼロになるように金額を修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．[剰余金処分]ＲＰの[繰越損益金]の入力が原因となる場合：メニュー401 

[401.当期純利益・租税公課納付状況等の入力]メニュー＞[剰余金処分]ＲＰで、繰越損益金の計算方法を[実額

入力]としている場合に、正しい繰越損益金の金額を入力していないときは、検算式に差額が出ます。実額入力す

る金額を修正するか、計算方法を[自動計算]に変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

０円となっていることを確認 

[実額入力]を選択している場合は、 

正しい金額を入力しているかを確認 



 

 

４．[留保３(4表と5表で別々に調整する項目)]ＲＰの入力が原因となる場合：メニュー403 

[403.別表4の2付表と別表5の2(1)付表1で直接申告調整する内容の入力]メニュー＞[留保３(4表と5表で別々に

調整する項目)]ＲＰで入力した別表4の2付表と別表5の2(1)付表1の金額の合計額が一致しない場合は、検算式に差

額が出ます。[入力データの計]欄を参考にして金額を修正してください。 

なお、検算式に差額が出るケースとして、以下に掲げる場合が例として挙げられます。 

1.連結子法人の離脱等により、完全子法人株式の帳簿価額を修正した場合 

2.子会社株式簿価減額特例(法令119の3⑩)の規定により、連結法人が有する他の法人の株式等の帳簿価額を修正し

た場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．[適格合併等による利益積立金額の引継]ＲＰの入力が原因となる場合：メニュー403 

[403.別表4の2付表と別表5の2(1)付表1で直接申告調整する内容の入力]メニュー＞[適格合併等による利益積立

金額の引継]ＲＰで、当期中の適格合併等により被合併法人等から引継ぎを受けた連結個別利益積立金額等を入力

した場合は、[差額合計額]欄の金額だけ検算式に差額が出ます(国税庁ＨＰ：「記載の手引」)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入力した別表4の2付表と別表5の2(1)付表1

の合計額が一致しているかを確認        

[差額合計額]欄の金額だけ差額が出ます。 
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